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フランスにおける新政策評価制度下の教育行政

一学校の自律性拡大による成果向上一

藤井佐知子(宇都宮大学)

1990年代以降、フランスでは行政改革が進められてきたが、 21世紀になって更なる進

展をみせている。それは、 2001年 8月に成立した「予算組織法J(Loi organique relative 

aux lois de finances，LOLF)が定めた新しい予算編成方式と政策評価制度に基づくもので、

全行政分野が予算編成の段階で各事業区分の目的とその業績達成度を測る指標を設定し、

それらすべてが国会において費用対効果、効率性の観点から徹底的に審議されることとな

った 1)。この新しいシステムの下で、公共政策は全領域にわたって業績達成度評価型の政

策評価を受けることとなり、公共経営は、従来のく規範とルールによる管理>からく目標

と成果による管理>への完全移行が図られることとなった。

業績や成果による統制は、一般に NPM(ニューパブ‘リックマネジメント、新公共経営)

理論として知られており、イギリス、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドでは

広範囲に公共部門に取り入れられており、特に教育分野では、成果主義型教育管理として

積極的に推進されているが、フランスの今回の改革では、英米にみられるような競争原理

や市場原理とリンクさせる方向性は採っていなし、。政策の成果や効率性を重視し、そのこ

とについてのアカウンタピリティを果たすことを求める、という点に焦点化されているの

である。学校との関係で言えば、英米では、学校選択制という市場的競争や成果契約によ

る教育の民間委託等が推進されているが、フランスではそうした手法は一切とらず、学校

の自律性と責任の拡大という視点から成果向上を図ろうとしており、その政策手法は対照

的といえる。

本稿は、予算組織法 (LOLF)の学校教育行政における適用状況を概観し、成果主義が

フランスの教育政策遂行においてどのように捉えられ、推進されようとしているかについ

て検討しようとするものである。

1 .予算組織法 (LOLF) と業績評価制度

2001年 8月 1日に制定された LOLFは通常の法律の上位に位置する「組織法Jであり、

2006年予算 (1月 1日開始)から全面実施された。その中心は、従来省庁別に計上されて

いた支出志向予算を、政策の目標及び成果との関係付けで作成する「業績測定方式Jのプ

ログラム型業績予算に変更する、というものである。具体的な内容は以下の通りである。

①「目標Jを設定して「成果Jを目指すという予算編成の考え方に立ち、行政活動単位

を「ミッション missionJ一「プログラム programmeJ- rアクション actionJの三

層構造とし、予算をプログラム単位で作る(プログラム型業績予算)。

②予算項目を抜本的に見直して大くくり (100-150単位。単位=プログラムの数。 2007

年度は 131)にし、行政目標毎とする。またその予算単位毎に責任者が命じられる(管

理者の施策に対する責任の明確化)。

③個々のプログラムに対する業績目標 (objectifs)・指標Gndicateurs)の設定と、年次成
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果計画 (projetannuel de performances:PAP)ならびに年次成果報告 (rapportannuel 

de performances:RAP)の作成・提出を義務付ける(業績達成度評価)0PAPは、毎

年の予算法案本文に付属書として添付され、国会の承認を得なければならない。

これらから明らかなように、 LOLFは予算制度改革であると同時に政策評価制度改革

でもあった。従前の政策評価は、事前-中間一事後のエバリュエーション (evaluation)

型評価で、成果との関係は問われなかったのであるが、今回の改革では、行政活動は数

年間単位の戦略的な目標に基づいて実施されることになり、さらにその評価が、①社会

経済的効果、②サービスの質、③管理の効率性、の 3つの側面から行われることとなっ

た。その際の基準は自ら設定した指標であり、ここにいわゆる業績達成度型の政策評価

制度がはじめて導入されたのである。この結果、各省庁は、予算を有効活用して結果を

出したことについてアカウンタピリティを果たすことが求められるようになった。この

政策評価の仕組みそのものは、部局単位の中期政策目標の設定と、それを細分化した部

門単位ごとの測定指標と目標値の設定、その実績公表とモニタリング、という点におい

て英、米、豪、ニュージーランドの 4カ国と共通の基本骨格を採用している。

国民教育高等教育研究省は、 LOLFについて、公共管理様式を根本から変革するもの

だとし、それを「より民主的jで、「より効果的」だと捉えて次のように説明している 2)。

民主性については、予算が活動 (action)毎に配分されることになったため透明性が格

段に高まるとともに、その使途が国民に明瞭にわかるようになった点、また、以前は新

規事業(予算全体のわずか 6%程度)についてしか予算案審議をしなかった議会がすべ

ての事業の審査を行うことになった点、そして行政活動が明確な指標に基づく評価の対

象となり、自らの説明責任を果たすことが求められるようになった点を挙げている。

効果については、まず行政活動ごとの目標とその達成に必要な資源 (moyens，人員と

予算)があらかじめ定められることになり、行政サービスの成果 (performance)が具

体的に測定されることになった点を挙げている。この場合、与えられた資源の範囲で目

標が達成されれば公共政策は効果が高い、ということになり、ここに真の f業績・成果

の文化J<culture de la performance> が誕生した、と述べている。これまでサービス

の質をあまり関われることがなかった行政活動が、少ない資源でし、かに成果をあげられ

るかが問われるようになったのである。そしてさらに、責任者への責任の付与と自治の

拡大を挙げている。これは現場主義と呼ばれるもので当事者の責任の下で自律的に成果

をあげていくことが期待されていることを意味する。

もう 1点注目されるのは、予算執行、行政活動の効果とともに、効率性 (efficience)

の追究という、フランスの公共活動にはなじみの薄い観点が投入されている点である 3)。

質の高いサービスを提供する、という成果主義にプラスして、無駄な資源をカットして

合理化をめざすという、対費用効果の観点が含まれているのである。フランス史上初め

て公的領域にこうした観点を用いた背景には、 1つには、財政赤字の縮減という一大目

的があった。 LOLF制定の端緒となった 1999年 1月に出された国民議会のワーキング

グループの報告書において、公的支出の効率性をし、かに高めるかという課題が強調され、

国の機能を改革し、国民負担と財政赤字を制限するには公的支出の効率性を高めるため

の改革が必要だと論じている 4)。その結果LOLFは、人件費以外の予算の流用を原則自
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由にして予算の弾力化を図り、政策責任者には事業目的を効率的に達成するために執行

にかかる広範な裁量を与えるとともに、事業区分責任者との協議に基づいて、各々の現

場の特性に応じた予算活用を促すことにした5)。

11.予算組織法 (LOLF)下の教育・研究予算と政策評価の枠組み

( 1 )国民教育高等教育研究省所管のミッション・プログラム・アクション

2007年度には合計 34のミッション(歳出項目)が設けられ(うち 8つが 2つ以上

の省で 1つのミッションを共有する省間ミッション)、その中で「学校教育

(Enseignement scolaire) J と「研究及び高等教育 (Rechercheet enseignement 

superieud Jが国民教育高等教育研究省所管である。両者とも省間ミッションである。 2

つのミッションのプログラム(事業区分)と担当省、予算は以下の通りである。

ミッション及びプログラムの名称(太字がミッション) 予算額(ユーロ)

学校教育 58，981，518，615 

公立初等学校教育(国民教育高等教育研究省) 16，129，661，728 (16，057，963，548) 

公立中等学校教育(国民教育高等教育研究省) 27，878，837，331 (27，676，122，901) 

児童・生徒の生活(国民教育高等教育研究省) 4，794，607，644 ( 2，993，869，701) 

私立初等中等学校教育(国民教育高等教育研究省) 6，835，903，116 ( 6，105，536，940) 

国民教育に係る政策の支援(国民教育高等教育研究省) 2，065，119，618 ( 1，326，211，677) 

農業技術教育(農業漁業省) 1，277，389，178 ( 859，332，960) 

研究及び高等教育 21，284，230，138 

高等教育及び大学における研究(国民教育高等教育研究省) 10，659，314，223 ( 8，092，355，625) 

学生の生活(国民教育高等教育研究省) 1，846，909，704 ( 73，000，068) 

領域横断的な科学技術研究(国民教育高等教育研究省) 3，839， 171，484 ( 300，000) 

環境・資源に係る分野の研究(国民教育高等教育研究省) 1， 163， 116，925 ( 0) 

宇宙研究(国民教育高等教育研究省) 1，261，054，058 ( 0) 

危険・汚染に係る分野の研究(環境省) 276，843，057 ( 0) 

エネルギーに係る分野の研究(経済財務産業省) 659，299，297 ( 0) 

産業研究(経済財務産業省) 576，470，182 ( 0) 

運輸・設備・居住に係る分野の研究(運輸設備観光海洋省) 378，021，473 ( 0) 

(民生と軍事の)双方に係る研究(国防省) 198，000，000 ( 0) 

文化研究及び科学的文化(文化通信省) 150， 184，520 ( 34，273，153) 

農業に関する高等教育及び研究(農業漁業省) 275，845，215 ( 158，935，032) 

一般予算歳出総額 343，310，055，443 

表注:2006年 12月 22日付け政令第 2006・1669号より作成。予算額の欄の括弧内の数値は，人件費の上限

額であり，予算額の内数である。

出典:文部科学省『諸外国の教育の動き 2006~ 2007年6月、 81頁。
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各プログラムの構成要素であるアクション(活動事項)は、「学校教育」の場合それ

ぞれ次の通りである(農業技術教育は除く。なお国全体で 2007年度には 620のアクシ

ヨンが設けられている)。予算はこのアクション毎に人件費、経常経費、投資的経費に区

分して割り当てられている 6)。

0公立初等学校教育・・・「就学前教育Jr初等教育Jr特別な教育ニーズJr教員養成J

「代替教員Jr学習指導の経営と管理Jr各種職員」

0公立中等学校教育・・・「コレージュの教育Jrリセの教育Jr学校教育としての職業

教育Jr見習訓練Jrリセのパカロレア後教育Jr特別な教育ニー

ズJr就職指導Jr情報と進路指導Jr成人の継続教育と VAE(経

験知識認証制度)J r教員養成Jr代替教員Jr学習指導の経営・指

揮・管理Jr各種職員JrEPLE(公施設法人)への補助金J

0児童・生徒の生活・・.r学校生活と責任への教育Jr学校保健Jr障害児支援Jr社会

福祉活動Jr児童・生徒の受け入れとサービスJ

0私立初等中等学校教育・・・「就学前教育Jr初等教育Jrコレージュの教育Jrリセの

教育Jr学校教育としての職業教育Jrリセのパカロレア後教育J

「学校教育の特別規程Jr児童・生徒のための社会福祉活動Jr学

校運営Jr教員の養成・継続教育Jr代替教員Jr学習支援J

0国民教育に係る政策の支援・・・「教育・研究政策の運営と実施Jr評価と統制Jr通
信Jr法的査定Jr国際活動Jr人的資源、政策Jr教育政策支援機

関Jr支援体制、情報システム、不動産Jr認証Jr学校輸送j

(2 )各プログラムの目標と成果指標

各省は予算案審議にあたってプログラム毎の年次成果計画 (PAP)を作成して国会に

提出するが、そこには、プログラムとそれを構成するアクションの現況・課題の説明

(presentation)があり、その後にプログラムの目標の具体的説明とその達成状況を測る

成果指標が示されている。プログラム「公立初等学校教育Jの場合、目標 1r初等教育

期間中にすべての児童に基礎的能力を身につけさせるJの具体的説明は概略次の通りで

ある。

「これは本プログラムの中心であり、共和国の学校に対する国民の切なる願いでも

ある。本目標はアクション 1と2に関わる。設定した指標は生徒が獲得する能力

に関わるものであり、これは社会のニーズに応えるもので非常に重大な意義を持つo

特にそれは、フランス語と数学、外国語(特にドイツ語)、そして情報技術の習得に

力点を置く。そのために新しいアプローチ法が重要となる。それは情報通信技術の獲

得の測定 (mesure)であり、明確な基準に則って実施される。フランス語と数学は、

共通基礎知識技能 (soclecommun)が示す小学校修了段階の基準とこれを具体化し

た学習指導要領、外国語はヨーロッパ共通の外国語能力枠組みの Alレベル、情報通

信技術は「情報技術免状JのB2iレベルに準拠して測定する。J

また、他の目標と指標は次の通りである7)。

目標 1 初等教育期間中にすべての児童に基礎的能力を身につけさせる
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指標 1-1 小学校修了時点でフランス語と算数の基礎的能力を身につけている児童の割合

指標 1-2 1年以上遅れてコレージュ第一学年に進学する児童の割合

指標 1・3 外国語においてヨーロッパ共通の外国語能力枠組みの A-1レベルに達する児童の割合

指標 1・4 ドイツ語を学習している児童の割合

指標 1・5 小学校修了時点で f情報通信技術免状 (B2i)Jレベルに達している児童の割合

指標 1-6 留年者の割合

目標 2 困難な地域の児童と特別な教育ニーズを持つ児童の学校で、の成功を拡大する

指標 2・1 フランス語と数学の基礎的能力を獲得している者の割合の ZEP-REP (優先教育地

区・ネットワーク)地域とそれ以外の地域の格差、 f成功希望ネットワーク(Reseaux

"Ambition reussite")J (注参照)地域とそれ以外の地域の格差

指標 2-2 最低 1年以内にコレージュ第一学年に進学する児童の割合の ZEP-REP地域とそれ

以外の地域の格差、「成功希望ネットワークJ地域とそれ以外の地域の格差

指標 2-3 要支援児童の割合の ZEP-REP地域とそれ以外の地域の格差、「成功希望ネットワー

クj地核とそれ以外の地域の格差

指標 2・4 小学校児童における障害児の割合

注) r成功希望ネットワークJは、 ZEP指定校の中で特に困難なコレージュー校と複

数の小学校を一つのグループとし、そこに手厚い人的措置を施して ZEP政策の効果を

高める目的で 2006年度から開始された。初年度は 249校のコレージュと 1600校の

小学校が指定を受け、ベテラン教員 1000人、学習指導補助員(主に大学生)3000人

の加配のほか、フルタイムの学校看護師を各コレージュに配置することとした。

目標 3 質の高い教員の潜在力を活用する

指標 3・1 5年間に視学から監督を受ける教員の割合

指標 3-2 国の優先事項に割り当てられる教育時間の割合

指標 3-3 小学校教員のうち外国語教育に携わる者の割合

指標 3・4 AIS(学校適応・統合)担当職員の専門職化にかかわる教育費の割合

指標 3・5 代替教員の配置率(産休・育休)

指標 3-6 代替教員の活用率

目標 4 教育管区の均衡化に向けた整備の促進

指標 4・1 均衡化予算を受けた大学区の数

指標 4-2 学級担任をできる教員の潜在数

上述の目標 1の具体的説明からも明らかなように、これらはすべて 2005年成立の新し

い教育基本法 cr学校の未来のための 2005年4月 23日付基本計画法」、通称フィヨン法)

8)が掲げた教育方針に則って作られている。ブイヨン法は初等中等教育改革に関する規定

を中心とし、くすべての生徒の学業成功を導く>ことを主目的に制定された。そしてそれ

を実効ならしめるために、すべての者が義務教育段階で、身につけるべき知識技能を「共通

基礎知識技能 (soclecommun) Jとして定めた 9)。これに関して本プログラムの管理責任

者である学校教育局長デバッシュ (R_Debbasch)は、 PAPの冒頭で次のように述べてい

る。

「本プログラム「初等学校教育Jの年次成果計画 (PAP)は、すべての児童生徒が自ら
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の才能を発展させ人格的職業的完成をなすのに不可欠な共通の基礎的知識技能を獲得す

ることを保障することを教育システムの使命とした「学校の未来のための 2005年 4月

23日付基本計画法Jの実施の枠内に位置づく。この共通基礎知識技能の構築における初

等学校教育の役割は決定的であり、初等学校の重要課題は、すべての児童に読み書きと基

礎学習を徹底させることである。J10) 

プログラム「公立中等学校教育」の第一番目に掲げられた目標も「大多数の生徒を義務

教育の修了時に期待される知識レベルまで導き、かっ相当する資格を取得させるJとなっ

ており、すべての者に「共通基礎知識技能Jを習得させる、という現下の最重要教育施策

の実行がメインに据えられていることがわかる。

このように LOLF、導入後は、予算案編成時に制定される年次成果計画 (PAP)の策定段

階において現下教育政策の実行計画が現状分析をもとに綿密に練り上げられ、その計画の

達成目標が明記されることになったので、あるが、注目すべきは、その達成度測定のための

指標毎に予測と目標値が設定されている点である。上記の f公立初等学校教育Jの指標の

うち、数値が記入されているものは以下の通りである。

指標 1-2 1年以上遅れてコレージュ第一学年に進学する児童の割合

2004年 2005年 2006年 2007年

実数 予測実数 予測 予測 目標値

19% 17.8% 17% 16% 16% 

指標 1・4 ドイツ語を学習している児童の害1]合

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

11.3% 11.3% 11.39% 11.7% 12.1% 13.6% 

指標 2・4 小学校児童における障害児の割合

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

1.4% 1.6% 1.7% 1.8% 1.8% 2% 

指標 3・1 5年間に視学から監督を受ける教員の割合

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

71.3% 69% 72% 74% >80% 

指標 3-2 国の優先事項に割り当てられる教育時間の害1]合

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

37% 37% 40% 38% 39% >40% 
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指標 3-3 小学校教員のうち外国語教育に携わる者の割合

2004年 2005年 2006年 2007年

実数 予測実数 予測 予測

年
一
値
一

m

m
一
標
一
似

初
一
目
一
〉

指標は、過去の実績を基に当該年度の予測と 2010年の目標値を定め、決算時にその達

成状況が評価されるとしづ仕組みであり、 LOLFの政策評価制度の側面を示すものである

(ただし、他国と同様、目標の設定が当該年度の予算配分額の水準を直ちに決定したり、

目標の実績が機械的に次年度の予算要求・査定に反映される仕組みにはなっていなし、)0 r手

段の文化J(culture de moyens) を「結果と業績の文イヒJ(culture de resultats et de 

performance)に変革しようとするねらいは、この数値目標の導入に端的に現れている。

78% 73.2% 75.7% 80% 

( 3)行政改革としての LOLF、

LOLFは行政改革の手法としても注目すべき仕組みを導入している。それは、利用者

指標 3・4 AIS(学校適応・統合)担当職員の専門職化にかかわる教育費の割合

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測実数 予測 予測 目標値

23% 23% 21% 24% 24% >25% 

指標 3-5 代替教員の配置率(産休・育休)

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

90.87% 91% 91.7% 91% 91.5% 93% 

指標 3・6 代替教員の活用率

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

78.58% 80% 78.8% 82% 83% 90% 

指標 4-1 均衡化予算を受けた大学区の数

2004 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

15 17 17 19 21 30 

指標 4-2 学級担任をできる教員の潜在数

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

81.97% 82% 82% 82% 82.4% >83% 

'
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(usager)のニーズに的確に応えて質の高いサービス提供に努めるために、現場に近いと

ころに責任主体を置き、彼らに大幅な自治を認める、という点である。財務省が LOLF普

及のために設置した HP に掲載されている WLOLF、実用ガイド~ (Guide pratique de 1a 

LOLF，2006)は、第 4部を「新しい公共管理 (Lanouvelle gestion publique) Jとし、次

のように述べている。

「管理者に自由と新しい責任を与えることによって、 LOLFは、国家を根本的に現代化

(moderniser)する。成果 (performance)を中心に置き、現場とサービスの実態に

直接関わることを特徴とする新しい公共管理は、利用者、納税者 (contribuable)そ

して市民(citoyen)に利益をもたらす間断なき進歩のダイナミズムに行政全体を引き入

れる。J11) 

ここで言う「利用者Jにもたらす利益というのが、利用者が自分たちのニーズに合った

質の高いサービスを受けることが出来るということを意味しており、それを可能にするの

は現場の実情にマッチした行政施策であり、そのためには管理責任者に責任と自由裁量を

与えることが不可欠、と考えられている。ここから LOLFは、国家を中心としながら地方

レベルで、多くの責任が果たせるための新しい責任体制を次のように構築している。

注:BOP(Le buget operationnel de prograrnme) :プログラム実行予算

UO(L'unite operationnelle) : BOPの事業実施単位

官BOPは一つまたは複数の UOによって執行される。

一般行政の場合、 BOPは固と地域圏 (region)で分担するが、国民教育行政(ミッショ

ン「学校教育」と「研究・高等教育J)の場合は、国と大学区 (academie)で分担してい

る。その分担の仕方はプログラムの種類によって様々であり、また事業単位も県レベルま

で下ろしているものと、国が一括しているものとがある。例えばミッション「研究・高等

教育Jの 12のプログラムのうち第一番目のプログラム「高等教育及び大学における研究」

は、 BOPの一部を大学区に委譲しているが、それ以外のプログラムでは国のみであり、そ

れに伴って第一、第二プログラム以外の UOは国のみとなっている。他方、ミッション「学

校教育Jでは、プログラム「私立初等中等学校教育」の BOPが国のみに割り当てられ、

国が一元的に予算・業務管理をしているが、それ以外の 4つのプログラムでは BOPは国

と大学区で配分、 UOは国と大学区、県の三者となっている。これは、予算権限は国と大

学区が分担して持ち、業務は、国、大学区、県が分担担当していることを意味している。

なお、事前の支払命令のない報酬費の支出は「大学区 UOJが管理し、他の支出は大学区

総長の決定の下で「県 UOJが管理することとなっている。

こうして、各大学区はプログラムとその構成要素であるアクションごとの予算計画を立
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て、国と同様の指標を用いて年次成果計画を作ることとなった。また「大学区 BOPJ (大

学区に割り当てられたプログラムの予算)の責任者は、その業務執行に最適な執行単位

(UP)を大学区と県の双方に割り振ってプログラム管理を的確に行い、国レベルで、定めた

指標とその目標値の達成に貢献しなければならなくなった。

大学区の役割は従来より格段に強まったといえるが、いま現在のところ思うような進展

はみられていないとしづ。国民教育総視学局(IGEN)と国民教育行政総視学局(IGAENR)

が 2005 年~6 年に共同で、行った大学区実施状況調査によれば、肝心の大学区当局が LOLF

下で果たすべき新しい任務を理解できておらず、①教育システムの成果の測定の条件であ

る予算と戦略の連携がうまくいっておらず、両者がぱらぱらに捉えられていること、②プ

ログラムの責任者と BOPの責任者の(管理上の)対話が不足していること、③LOLFが

もたらした新しいマネジメントに不可欠なツールが欠落していること、の 3点を指摘して

し、る 12)。

E 学校現場への LOLFの適用 -学校の自治と責任の拡大-

( 1 )目標管理手法の導入

LOLFが用いている具体的手法は、マネジメント理論としての「目標管理手法Jである。

担当者が自ら目標設定し、自己統制しながら仕事を進め、その結果を目標の達成度という

観点から評価するという手法であり、メリットは、評価のための指標と数値目標を掲げる

ことによって成果が明確に測定できること、他者によるノルマで、なく自己統制によって行

うことで業務意欲が高まること、等によって経営戦略の実行・具体化の容易化と業績の向

上、組織風土の改革、メンバーの意識改革が図られる、という点にある 13)。近年日本で

も業績評価ツールとして再注目を浴び、企業のみならず役所の人事評価や政策評価等に取

り入れられており、新しく始まった学校の教員評価システムでもこの手法が使われている。

LOLFは、国の政策評価ツールとしてこの目標管理手法を取り入れ、それを、責任者の

責任と自治の拡大によって実効性あるものにしようとしている。今回この考え方はそのま

ま学校教育機関にも適用されており、国民教育省側は、学校の自治と責任の拡大を LOLF

の具体化として捉えて推進しようとしている。フランスの学校自治と責任の拡大は、 1980

年代後半以降、「学校教育計画J政策として取り組まれており、今回その刷新が行われた。

(2 )学校教育計画 (projetdモcoleou dモtablissement)の再定義

projet d'etablissementは、今日フランスで、は組織のマネジメントツールとしてよく知ら

れており、最近では病院において、組織計画の効果的活用による業務改善や成果向上が大

きく取り上げられている。周知のように教育分野でも 1989年「新教育基本法Jがすべて

の学校に学校教育計画(小学校は projetdモcole、中等学校は projetd'etablissement)の

策定を義務付けて学校の自律的経営の柱に据えた。学校教育計画に盛り込まれている、現

状診断→基本方針の決定→アクションプログラムの策定→実践→評価という自己評価を組

み込んだマネジメントサイクルの実行により、学校が教育の質的向上という今日的任務を

達成しうる自律的責任組織に変貌することが期待され、その要に「学校教育計画Jが位置

づけられたのである。ところが実際にはこれは現場ではうまく機能せず、教育の質の向上

に貢献するといった理想にはほど遠い現状で、あった 14)。
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ブイヨン法は、すべての子どもに基礎学力を保障する、という目標達成のために、学校

をその推進主体として重視する姿勢を取り、その中心である学校教育計画に関して次のよ

うな規定を設けた。

第 34条①「公立の幼稚園、小学校及び中等学校においては、教育共同体の代表者は、

学校教育計画を策定する。この計画は、幼稚園及び小学校においては学校評議会が、

中等学校においては管理評議会が、 3年から 5年の期間について採択するものとし、

その学習指導に関わる部分に関しては、幼稚園および小学校にあっては学習指導チー

ムの、中等学校にあっては学習指導委員会 (conseilpedae-oe-iaue)の提案に基づい

て採択する。J

②「学校教育計画は、国の教育目標及び教育のプログラム (desobjectifs et des 

programmes nationaux)に関する各校個別の実行方法を定め、かつ、これに寄与す

る学校教育活動および学校外教育活動を定める。この計画は、すべての幼児児童生徒

の成功の保障のために、およびそのための父母の参加のために実行される方策および

手段を定める。この計画はまた、成果 (resultatsatteints)の評価方法を定める。j

③大学区当局の事前許可を条件として学校教育計画は、教科教育、学際的活動、学級

又は学校の学習指導組織、教育制度の協力者との協力、外国の学校との交流又は姉妹

提携等に関する 5年以内の実験 (exoerimentations) を定めることができる口

この実験は、毎年の評価の対象とする白

④教育高等審議会 (HCE)は、毎年本条を適用して実施する実験に関する総括報告書

を作成する白

注)2000年 6月よりすべての教育関連法令は「教育法典Jの中に集成され、本条項は「法律の部J

第 4編 f学校教育機関Jの第 0章「共通規定」第 L.401・1条となった。改正前は小学校に関して

は第 L411-2条、中等学校に関しては第 L421・5条に定められていたが、それらを一本化し、第

O章を新たに起こして移動した 15)。下線は、内容的に新規の規定。

第一項ではまず、学校教育計画が机上のペーパーになりがちな弊害を避け、より現実的

な規定として、代表者による策定と期間の提示を行っている。そして第二項においては、

新法の中心目標であるすべての児童生徒の成功の保障にそのねらいを焦点化している。改

正前は初等、中等学校とも「この計画は、もっとも恵まれない家庭の出身の(幼児児童)

生徒を引き受けるために実行する個別手段を提示するJと規定していたが、これを児童生

徒のく成功の保障>としづ言葉に置き換え、ブイヨン法の最重要目標に一致させているD

さらに成果の評価方法の記載を求めるなど、実効性をもっ学校教育計画にしようという意

図がうかがえる。

新法制定に伴い、学校教育計画の実施に関して定めた「地方教育公施設法人に関する

1985年 8月 30日付政令Jを改正する政令が 2005年 9月 9日に出され、その運用の指針

を定めた同年 9月 30日付通達l6)は、上記の新しい学校教育計画に関する規定について、

「学校教育計画が再定義されたJと述べ、「学校教育計画は、目標 (object首位とアクショ

ンプログラムの形式で各校個別の実行方法を定める」と説明しているo これに関して

Dalloz社の「教育法典jのコンメンタールは、新規定の((des objectifs et des programmes 

nationaux"は、従来と違う意味で使われていると説明している。新規定のそれは LOLF
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流(lolfienne)であり、 programmeは LOLF制度における年次成果計画 (PAP) に記載

されるプログラム、 objectifsは各プログラムの目標のことを指す、と述べ，その根拠とし

て上記通達の文言を挙げている 17)。

明らかにここでは、国の目標と事業実施機関である学校の目標の連鎖、ならびに各レベ

ルにおける評価の徹底によって確実な目標達成を目指すという、目標管理の考え方が採ら

れている。加えて通達は、学校教育計画に重点をおくことで学校の自治を発展させること

が重要だとしており、各学校が児童生徒の学業成績の向上のために新設の「学習指導委員

会Jを中心に自律的に活動していく、と述べている。これは、これまで停滞していた学校

教育計画を核とする自律的学校経営の推進を、教員の専門性に依拠して進めていこうとす

る重大な指針の提示と捉えることができょう。学校への成果主義の投入は、関係者の共同

決定とマネジメントサイクルによる自律的経営という学校教育計画の従来の捉え方に、教

師や教員チームの専門性重視という新たな観点を付与したのである。これまで不十分だと

言われていた教員の連携や協働を推進し、それが専門的力量を発揮することによって学校

教育全体の効果を高めていこうとする志向性であり、これが成果主義の投入によってもた

らされたという事実は特筆される。通常、競争原理を伴う成果主義は、組織成員間の協働

の基盤を掘り崩すという弊害を合わせ持つが、フランスの場合は、教育政策の最重要課題

である一人ひとりの成功を導く=学業成績の向上という目標達成に学校教育計画のミッシ

ョンを定めたことにより、教員の主体性と協働を新たにクローズアップさせたのである。

その際、第三項に規定された「実験Jは、個々の学校が自校の特性にあった革新的なや

り方を積極的に認めることで、学業成績の向上という目標を自律的かつ効率的に達成させ

ようとの趣旨で設けられており、学校の自律性の一層の拡大とそれによる効果向上が同時

に目指されている。目標管理のベースにある自己統制による業績向上という考え方が適用

されているのがわかる。

( 3)大学区と学校の聞の「目標契約」

LOLF、は新たに「目標契約(contratd'objectiD Jとしづ仕組みを導入した。これは国が

定めたプログラムの目標とその達成に向けた指標・数値目標の設定、という原則に則って

当局と事業単位 (UO) が契約を締結して、その契約に業績指標と経費分析を盛り込むも

のである。この手法が学校教育機関にも取り入れられ、ブイヨン法は以下のような規定を

設けた。

第 36条「学校と大学区当局の間で締結する目標契約について、関係地方公共団体に通

告した後に、決定する。J(管理評議会の新しい権限) (現在は「教育法典」第

L.421・4条)

また附属報告書も次のように記している。

「予算組織法は、大学区と学校の聞の目標契約において明確に定められる教育目標に応

じて、中等学校により大きな予算権限を与えるであろう。中等学校は、この新しいイニ

シャティブを、より効果的な (plusefficace)組織実現のために利用しなければならな

し、。J

目標契約を学校で取り入れる意義は、目標設定とその達成度の評価によって着実な成果

が期待でき、さらに経費分析をセットにすることによって効率化が図られる点にある。上
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でみた学校が行う「実験Jと同様に、学校が自律的に教育成果向上のための実践を重ねて

いくことを奨励しているが、契約政策は、公施設法人である中等学校に予算上の裁量権を

与え、目標管理手法によって着実な成果を上げさせる、というより徹底した成果主義の考

えが貫通されている。

この構想は、「新教育基本法Jに代わる新法制定に向けて 2003年 4月から始まった国

民討論 (DebatnationaI) 18)においてすでに示されていた。国民討論では教育の現状につ

いての総合的な分析と改革論議がなされたが、学校経営に関しては教育の成果向上を支え

る条件的側面として重要視され、討論の総括である『テロ一報告~ 19)が示した 8つのアク

ションプログラムの中の第 5番目にく学校の活動能力と責任を強化する>が挙げられ、概

略次のように述べられていた 20)。すなわち、すべての生徒の成功のためには、学校の適切

な運営が重要な条件となる。そのためにはまず協働による教育実践が不可欠で、具体的に

は中等学校に学習指導委員会 (conseilpedagogique)を設置する。また、学校とその責任

者の活動能力を向上するためにく目標と評価による運営>を導入し、生徒の特性と学校教

育計画に応じて予算を配分する方式を導入する。これは具体的には、学校と大学区と地方

行政当局の間で結ぼれる三者契約 (contorattripartite)という形で定式化される。ここに

は自己評価と教員評価が組み込まれる。

この提案は上でみたように法文化され、 2005年9月9日付政令は 1985年政令第 2条に

次の文言を追加した。

「大学区当局との聞に締結される目標契約は、固と大学区の方針を満たすために学校

が達成すべき目標を定める o さらにその目標の達成度を測ることができる指標

{indica teurs)を示すこととする。J

こうして目標及び指標の設定と経費分析を特徴とする LOLF型の契約政策の学校版が

開始されることになった。 LOLFの根本にある成果主義の考え方は、このようにして学校

運営のあり方に大きな影響を与えている。学校は、成果向上を実験や契約政策によって具

体的に結果として示していく必要に迫られるようになったのであるが、それは、学校同士

や教員同士を競争関係、におくことによってではなく、教員の専門的自律性に基盤を置く学

校の自治と責任の拡大によって追求されるべきものと捉えられている。

おわりに

学校の自治と責任の拡大は、 1989年の現代化政策 (modernisation，行政改革)におい

て教育分野が自ら定立した方針で、あった。現代化政策では、行政活動の質を高めるために

効率性の追求、利用者の利便の向上、職員の責任強化を基本方針とし、さらに評価の実施

と公表を課題に挙げていた。教育分野ではこれを受けて、教育サービスの質的向上の原動

力となる個別学校に着目し、各学校が自己責任体制を築いて自律的に経営し、質の高い教

育を実践していくという方針を決定した。その際のシンボルとされたのが「学校教育計画J

で、あった。学校教育計画は、国家的目標を尊重する義務と多様な児童生徒や環境に対応す

る必要性を有しており、この両者が結合することによって個々人の教育レベルを可能な限

り引き上げ、すべての者の成功の保障という目標達成が可能となるからである 21)。

LOLF制定による行政改革第二段が打ち出した成果主義と目標管理手法は、以上の路線
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をさらに後押しする方向に作用した。つまり、現場の裁量と責任の重視という考え方は学

校の自治と責任の拡大という方向性に重なり、目標管理による成果向上という狙いは、目

標契約という新しいタイプの経営戦略を生み出した。そして生徒の成功を導くキーパーソ

ンとしての教師の力量とその協働が改めて自律的学校経営の主人公に位置づけられたので

ある。以後、国民教育省はこの路線の現場での浸透をめざしており 2007年新年度準備の

ための通達は LOLFに触れて「年次成果計画 (PAP)の目標設定は、公共支出の効果的活

用を可能にし、新しい教育予算は、各人が効果の高い学校システムを享受するのを可能に

するJと述べ、「量の論理から、目標と達成手段、当事者の責任を強調する質の論理に切り

替えることが重要だJと指摘している。そして「成果の文イ七Jはまずもって教育行政担当

者と学校の責任者が身につけるべきものだとしている。そして年度重点施策の説明のトッ

プである「すべてのものの成功一教育システムの最優先事項Jの中では、大学区は新しい

目標による行政運営と結果の評価に力を入れなければならないこと、学校は、生徒の成功

のために与えられた新しい自治を最大限活用すべきこと、特に生徒のパフォーマンス向上

のために「実験」を積極的に行い、また大学区との目標契約に重点的に取り組み生徒の成

功に焦点化した目標設定と適切な指標の設定の必要性を促している。さらにこれらの評価

の重要性にも触れ、自己評価と同時に外部評価を受ける体制整備の必要も指摘している 22)。

LOLFによって教育界に正式に導入されることになった成果主義と目標管理の手法によ

って、各学校がどこまで自律的に成果向上を果たしていけるのか、今後注目していかねば

ならない。その際、大学区の果たす役割に注目していく必要があるだろう。 2006年から始

まった「現代化監査 (auditsde modernization) Jが大学区行政について行った監査結果

(財務省監査局、国民教育総視学局、国民教育行政総視学局の合同ミッション)によれば、

①大学区予算 (BOP)がいまだ十分作られていない、②設定されている目標と指標が多す

ぎて成果向上の測定には結びついていない、③成果に重きをおく運営 (pilotagede la 

performance)のための道具(outils)が開発されておらず、それが国との対話において話題

になっていない、④園、大学区とも行政組織が成果主義の願いに応えていない、という 4

点を現状として報告し、大学区予算が透明で完全なものとなり、自治的になること、変化

を先導するのに有効な指標を選定すること、成果の統制と評価に関する組織をっくり、管

理上の対話を構造化すること、プログラム責任者の責任を明確にすることによって教育シ

ステムのマネジメント様式を刷新し、成果の管理を行うのにふさわしい段階を組織するこ

と、を提言している。これらが実際にどのように動いていくかを見定める必要があろう。

注)

I)LOLFを教育の視点から論じたものに次の文献がある。大場淳「フランスにおける国家

予算制度改革と大学への影響一自律性拡大と評価制度整備に向けて-J~大学論集』第

38集、広島大学高等教育研究開発センタ一、 2007年 3月、 103・124頁。本稿では LOLF

に関してこの文献のほかに次の文献等を参考にした。栗原毅『ユーロ時代のフランス経

済』清文社、 2005年、 Guidepratique de 1a LOLF (財務省 HP)，2006. 

2)フランス国民教育高等教育研究省 HPの説明項目「教育システムJの 1項目「財政(Les

Finances) Jの説明文書。
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3)この点については、注 1) の文献に詳しい。

4)財務省『公会計に関する海外調査報告書(フランス)~ 2003年。

5)LOLFの広報 HPは、この公的支出の効率性実現の一つの事例として国民教育の分野を

取り上げ、次のように説明している。毎年パカロレア試験には 50万人の受験者がおり、

約 500人のフルタイム職員が動員されるが、この間、通常の授業が行われにくくなり、

人的にも財政的にも高くついている。このため、試験組織をシンプルにし、通常の授業

への影響を少なくすることを目指して、①全国共通の試験問題データバンクを作る、②

新しい試験の前に環境アセスメントを行う、③6月に試験を集中する、④審議センター

の数を減らす、の4つの措置を施す。このことによって試験の際の動員数を減らすこと

ができ、 300のポストが空き 160万ユーロが節約できる。 Guidepratique de 1a LOLF 

(財務省 HP)，2006，p.58. 

6)Proj忌tde 10i de finances pour 2007ぐenseignement solaire弓 2006.9，pp.ll・12.

7) Op.cit.，pp.17・18.

8)LOIル.2005・380du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour 1'avenir de 

1'eco1e. 

9)次の文献がフィヨン法の成立経緯、同法の解説、同法による「教育法典」の改正箇所の

新旧対照、同法に基づく具体的施策を説明した付属報告書の全訳などを行っている。文

部科学省『フランスの教育基本法一 r2005 年学校基本計画法J と「教育法典J 一~ (教

育調査第 136集)、 2007年 3月o また、同法に基づく改革の進捗状況については、次の

文献を参照されたい。上原秀一 rw共通基礎』による学力改革推進一学校基本計画法に基

づく教育改革・仏JW内外教育~ 2007年 6月 15日。

10)注 6)の文献、 pp.16-17.

11) Guide pratique de 1a LOLF (財務省 HP)， 2006，p.49. 

12)Inspection generale de l'education nationale et Inspection generale de 

l'administration de l'Education nationale et de la Recherche. Mise en auvre de 1a 

LOLF: La construction des budgets operationne1s de programme academiques， 

Rapport NQ2006-038， Juin 2006. 

13)目標管理に関する文献は多いが、さし当たって次のものを参照した。五十嵐英憲『新版

目標管理の本質』ダイヤモンド社、 2003年、『最新人事考課制度一人が育つ評価システ

ムと目標管理の実務研究』労務行政研究所編集部編、 2006年。

14) rほとんどが共同決定されておらず、断片的計画の寄せ集めで構造化されておらず、実

行に移される計画はきわめて少なく、行政に対する単なる決意表明になっている。J

(1998年国民教育行政総視学報告書)あるいは、「組織内部の連携や共同作業を欠いた

活動計画の羅列に過ぎず、継続性がなく評価も行なわれていなし、。Jr取り組むべき課題

は、①学校運営並びに個々の領域の目標を明確に定め、これを活動に具体化し、結果を

評価するようにする、②各学校が自らの決定を明確化し、その効果を測れる指標を持つ

こと、③大学区当局は学校の政策に教育的支援を行い、行政上の監督(結果)を効果的に

行なうこと、である。J(同 99年報告書)など。

15) r教育法典(法律の部)Jの新旧条文対照表が注 9)の文献に載っている。

16)Circulaire No.2005-156 du 30・9・2005..B.O..No.36 du 6 octobre 2005. 
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17}Code de 1education， Dalloz，2007，pp.295・296.

18}拙稿「学校の未来に関する国民討論Jを展開一フランスで教育基本法改正の動き始まる

-J ~内外教育~ 2004年 2月 20日D

19}Pour 1a reussite de tous 1es e1eves， Rapport de la Commission du debat national sur 

l'avenir de l'Ecole presidee par Claude Thelot， oct.2004. 

20} Op.cit.，pp.92・105.

21)現代化政策に関しては次の拙稿を参照されたい。「フランスの教育改革の潮流と課題-

<現代化>による教育と教育行政システムの刷新-J~アソシエ』御茶ノ水書房、 2002

年、 62'""'73頁。

22}Circulaire No.2007-011 du 9-1・2007，<P凶parationde la rentree 2007>， B.O.，No.3 du 

18 janvier 2007. 

23)Inspection generale de finances， Inspection generale de l'education nationale et 

Inspection generale de l'administration de l'Education nationale et de la Recherche， 

Rapport sur 1e pi10tage duξysteme educatJf dans 1es academies a 1ゆreuvede 1a 

LOLF(Mission d加 ditde modernization)，mars 2007. 
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